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【 請 求 項 １ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 外 部 装 置 か ら コ ン テ ン ツ 情 報 を 取 得 す る 通 信 部 と 、
　 前 記 通 信 部 か ら 取 得 し た コ ン テ ン ツ 情 報 を 記 憶 領 域 に 記 録 す る 記 録 部 と 、
　 前 記 記 録 部 の 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 が 読 み 出 せ な い こ と を 検 出 し 、 前 記 通 信 部 又 は 記 録 部
の 機 能 に 障 害 が あ り 前 記 外 部 装 置 か ら 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 再 度 取 得 で き な い と 判 断 し た
時 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 前 記 外 部 装 置 か ら の 前 記 コ ン テ
ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 を 代 行 さ せ る た め の 指 示 信 号 を 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 前 記 端 末 器 へ
と 送 信 す る べ く 制 御 す る 制 御 部 と を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 通 信 部 は 、 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 取 得 す る 際 に 、 前 記 外 部 装 置 に 前 記 コ ン テ ン ツ 情
報 を 取 得 し よ う と す る ユ ー ザ の 識 別 情 報 を 供 給 し 、 前 記 外 部 装 置 か ら 、 前 記 コ ン テ ン ツ 情
報 を 再 生 す る 際 の 復 号 に 用 い る 復 号 鍵 デ ー タ と 、 ラ イ セ ン ス デ ー タ と を 前 記 コ ン テ ン ツ 情
報 と 同 時 に 取 得 し 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 を 代 行
さ せ る 際 に 、 前 記 ユ ー ザ の 識 別 情 報 と 、 前 記 復 号 鍵 デ ー タ と 、 ラ イ セ ン ス デ ー タ と を 、 前
記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】



　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に お い て 、 前 記 再 度 取 得 さ れ た コ ン テ ン ツ 情 報 が 前 記 復 号
鍵 デ ー タ に よ り 復 号 さ れ た ス ト リ ー ミ ン グ 信 号 を 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 受 け 、 前 記 ス ト リ
ー ミ ン グ 信 号 に 基 づ き 再 生 信 号 を 出 力 す る 再 生 部 を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 記 録 部 の 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 が 読 み 出 せ な い こ と を 検 出 し 、 前 記 通
信 部 又 は 記 録 部 の 機 能 に 障 害 が あ り 前 記 外 部 装 置 か ら 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 再 度 取 得 で き
な い と 判 断 し た 時 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 前 記 外 部 装 置 が
前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 を 代 行 で き る か ど う か を 判 断 す る た め の 情 報 を 要 求 す べ
く 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 前 記 端 末 器 に 要 求 信 号 を 送 信 し 、
　 前 記 判 断 す る た め の 情 報 を 前 記 端 末 器 か ら 取 得 し 、 前 記 端 末 器 が 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 の
代 行 が 可 能 と 判 断 し た 時 、 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 再 生 す る 際 の 復 号 に 用 い る 復 号 鍵 デ ー タ
を 前 記 端 末 器 に 供 給 す る べ く 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 他 の 端 末 器 か ら 、 コ ン テ ン
ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 の 代 行 を 指 示 さ れ る と 、 こ れ に 応 じ て 前 記 通 信 部 を 介 し て ネ ッ ト ワ ー
ク 上 の 外 部 装 置 に ア ク セ ス し て 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 を 行 う こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 他 の 端 末 器 か ら 、 復 号 鍵 デ
ー タ の 供 給 と 共 に コ ン テ ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 の 代 行 を 指 示 さ れ る と 、 こ れ に 応 じ て 前 記
通 信 部 を 介 し て ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 外 部 装 置 に ア ク セ ス し て 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 取 得 し 、
取 得 し た 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 前 記 復 号 鍵 デ ー タ に よ り 復 号 し て ス ト リ ー ム 信 号 を 得 る と
、 こ れ を 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 他 の 端 末 器 に 送 信 す る べ く 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 他 の 端 末 器 か ら 、 こ の 記 録
再 生 装 置 が コ ン テ ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 の 代 行 が 可 能 か ど う か を 判 断 す る た め の 情 報 を 要
求 さ れ る と 、 こ の 情 報 を 前 記 通 信 部 を 介 し て 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 他 の 端 末 器 に 供 給 す る
べ く 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 に 基 づ き 、 再 生 信 号 を 生 成 し 出 力 す る 再 生 部 を 更 に 有 し 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 再 生 部 が 機 能 す る も の と 判 断 す る と 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器
に 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 取 得 さ せ こ れ に 基 づ き ス ト リ ー ム 信 号 に 変 換 し た 後 に 転 送 さ せ 、
前 記 通 信 部 を 介 し て 取 得 し た 前 記 ス ト リ ー ム 信 号 に 基 づ い て 前 記 再 生 部 に よ り 再 生 さ せ 、
前 記 再 生 部 の 機 能 に 障 害 が あ る と 判 断 す る と 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 前 記 コ ン テ
ン ツ 情 報 を 取 得 さ せ 前 記 端 末 器 上 で 再 生 さ せ る べ く 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記
載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 記 録 再 生 装 置 の 電 源 が 入 っ て い な い 状 態 か ら 電 源 が 投 入 さ れ た 際 に
、 前 記 記 録 部 が 以 前 に 記 録 し て い た 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 が 再 生 可 能 な 状 態 で 現 在 も 記 録 さ
れ て い る か ど う か を 判 断 し 、 こ れ が 再 生 不 能 で あ る こ と を 検 出 し 、 前 記 通 信 部 又 は 記 録 部
の 機 能 に 障 害 が あ り 前 記 外 部 装 置 か ら 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 再 度 取 得 で き な い と 判 断 し た
時 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 前 記 外 部 装 置 か ら の 前 記 コ ン テ
ン ツ 情 報 の 再 度 の 取 得 を 代 行 さ せ る た め の 指 示 信 号 を 、 前 記 通 信 部 を 介 し て 前 記 端 末 器 へ
と 送 信 す る べ く 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 外 部 装 置 か ら コ ン テ ン ツ 情 報 を 取 得 し 、
　 前 記 取 得 し た コ ン テ ン ツ 情 報 を 記 憶 領 域 に 記 録 し 、
　 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 が 読 み 出 せ な い こ と を 検 出 し 、 記 録 再 生 装 置 の 通 信 機 能 及 び 記 録 機
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能 に 障 害 が あ り 前 記 外 部 装 置 か ら 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報 を 再 度 取 得 で き な い と 判 断 し た 時 、
前 記 通 信 に よ り 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 端 末 器 に 前 記 外 部 装 置 か ら の 前 記 コ ン テ ン ツ 情 報
の 再 度 の 取 得 を 代 行 さ せ る た め の 指 示 信 号 を 、 前 記 通 信 に よ り 前 記 端 末 器 へ と 送 信 す る べ
く 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 方 法 。

(3) JP 2005-346124 A5 2006.11.16


	header
	written-amendment

